
平成１６年４月２２日 
ＮＥＣトラスト優先証券をお持ちの皆様へ 
 

ＮＥＣビジネストラスト 
 

ＮＥＣトラスト優先証券の償還および当トラスト解散のお知らせ 
 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 
さて、このたび当トラストは、当トラストが発行しておりますＮＥＣトラスト優先証券

を下記のとおり全額償還し、解散することになりましたので、お知らせいたします。 
敬具 

 
記 

 
１．解散するトラスト（外国投資信託）の名称 

ＮＥＣビジネストラスト 
２．償還する証券の名称 

ＮＥＣトラスト優先証券 
３．償還および解散の予定年月 

償還  平成１６年６月２１日 
解散  平成１６年７月 

４．償還の金額等 
(1) 償還金額 
ＮＥＣトラスト優先証券１口につき、額面金額（１口あたり 500,000円）相当額に、

次回分配金支払日（平成１６年６月１８日）の翌日から償還日までの期間に相当する

期間にかかる分配金を加えた金額をお支払いいたします。 
なお、償還金のお支払いは、原則として償還日から４営業日以降の日に、ＮＥＣト

ラスト優先証券の分配金のお支払いと同様の方法により行われます。 
(2) 償還金の基準日 
平成１６年５月２７日（予定） 
償還金は、上記基準日終了時におけるＮＥＣトラスト優先証券の保有者に対して支

払われます。ＮＥＣトラスト優先証券の次回分配金にかかる基準日（平成１６年５月

１５日）とは異なりますので、ご注意ください。 
５．償還および解散の理由 

当トラストは、本日、日本電気株式会社から、当トラストがＮＥＣトラスト優先証

券等の発行による調達資金の運用対象として保有する「日本電気株式会社２０２１年

満期無担保社債（劣後特約付）」（以下「本劣後債」といいます。）を、本劣後債の要項



に定める会計事由の発生により、平成１６年６月２１日付で全額繰上償還する旨の通

知書を受領しました。 
本劣後債の償還に伴い、当トラストが発行しておりますＮＥＣトラスト優先証券お

よびＮＥＣトラスト普通証券（同普通証券は、日本電気株式会社が全数を保有）は、

いずれも当トラストの修正済信託宣言の規定に基づき、本劣後債の償還日と同日付で

全額償還され、当該償還後に当トラストは解散することになります。 
６．その他 

(1) 上場の廃止 
ＮＥＣトラスト優先証券は、現在東京証券取引所に上場されておりますが、このた

びの償還に先立ち平成１６年５月２１日をもって上場廃止となる予定です。 
(2) お問い合わせ 
その他ＮＥＣトラスト優先証券の償還に関するお手続きにつきましては、お取引の

ある証券会社にお問い合わせください。 
 

以 上 
 


